
 

目黒区政務活動費の交付に関する規程（平成13年3月19日目黒区議会告示第１号） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、目黒区政務活動費の交付に関する条例（平成13年３月目黒区条例第

５号。以下「条例」という。）第15条の規定に基づき、政務活動費に係る手続に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（会派届等） 

第２条 条例第５条第１項に規定する届出は、会派届（別記第１号様式）によるものとす

る。 

２ 条例第５条第２項に規定する届出は、会派異動届（別記第２号様式）によるものとす

る。 

３ 条例第５条第３項に規定する届出は、会派解消届（別記第３号様式）によるものとす

る。 

（交付申請） 

第３条 条例第６条に規定する申請は、政務活動費交付申請書（別記第４号様式）による

ものとする。 

（交付請求） 

第４条 条例第９条第１項に規定する請求は、政務活動費請求書（別記第５号様式）によ

り、交付月の10日までに行うものとする。 

（収支報告書） 

第５条 条例第12条第１項から第３項までに規定する報告書は、政務活動費収支報告書

（別記第６号様式）、同条第４項に規定する内訳書は、支出内訳（別記第７号様式）に

よるものとする。 

２ 前項の政務活動費収支報告書には、会計帳簿（別記第８号様式）を添付しなければな

らない。 

（収支報告書の公開） 

第６条 条例第１２条第６項の規定による報告書の公開は、政務活動費収支報告書、支出

内訳、当該支出に係る領収書等の証拠書類及び会計帳簿を区議会ホームページに掲載す

ることにより行うものとする。 

２ 前項の公開は、条例第12条第１項の規定により提出された政務活動費収支報告書にあ

っては当該年度分の内容をまとめて、同条第２項及び第３項の規定により提出された政

務活動費収支報告書にあっては提出の都度行うものとする。 



 

３ 第１項の公開に当たっては、目黒区議会情報公開条例（平成１３年３月目黒区条例第

３号）第９条に規定する不開示情報は公開しないものとする。 

（議長の調査結果の報告等） 

第７条 条例第13条第２項の規定による議会への報告は、政務活動費収支報告書の提出期

限の末日から２月を経過した後最初に議会運営委員会が開催される日までに、同委員会

へ報告することにより行うものとする。 

２ 議長は、前項の報告の内容を第６条の規定による公開に併せて区議会ホームページに

掲載するものとする。 

（証拠書類等の整理保管） 

第８条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿

を調製しその内容を明確にするとともに、証拠書類等（条例第12条第４項の規定により

議長に提出した領収書等の証拠書類の原本を除く。以下次条において同じ。）を整理保

管し、これらの書類を当該政務活動費収支報告書の提出期限の翌日から起算して５年を

経過する日まで保存しなければならない。 

（経理責任者の引継） 

第９条 政務活動費経理責任者に変更があった場合には、直ちに会計帳簿、証拠書類等を

後任者に引き継がなければならない。 

付 則 

この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

付 則（平成14年３月29日議会告示第１号） 

１ この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の目黒区政務調査費の交付に関する規程の規定は、平成14年度

以後の年度分の政務調査費について適用し、平成13年度分の政務調査費については、な

お従前の例による。 

付 則（平成18年12月27日議会告示第１号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

付 則（平成19年３月30日議会告示第２号） 

１ この規程は、告示の日から施行する。 

２ この規程による改正後の目黒区政務調査費の交付に関する規程（以下「新規程」とい

う。）の規定は、平成19年度以後の年度分の政務調査費について適用し、平成18年度以

前の年度分の政務調査費については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、新規程第７条の規定は次の一般選挙後に交付する政務調査



 

費について、新規程第８条の規定はこの規程の施行の日以後に提出される収支報告書に

ついて適用する。 

付 則（平成25年３月１日議会告示第１号） 

１ この規程は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の目黒区政務活動費の交付に関する規程の規定は、平成25年度

以後の年度分の政務活動費について適用し、平成24年度以前の年度分の政務調査費につ

いては、なお従前の例による。 

付 則（平成31年3月20日議会告示第１号） 

１ この規程は、平成３１年５月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の目黒区政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の

施行の日以後の交付に係る政務活動費について適用し、同日前の交付に係る政務活動費

については、なお従前の例による。 

 

 


